
規 則

沖縄県証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第57号

沖縄県証紙条例施行規則の一部を改正する規則

沖縄県証紙条例施行規則（昭和48年沖縄県規則第13号）の一部を次のように改正する。

別表第33項中第23号を第24号とし、第６号から第22号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の１号を

加える。

６ 介護支援専門員実務研修実施手数料

別表第33項に次の１号を加える。

25 主任介護支援専門員更新研修実施手数料

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を

ここに公布する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第58号

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規

則

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例（平成28年沖縄県条例第13号）附

則第１項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成28年11月22日とする。

　　規　則

⃝沖縄県証紙条例施行規則の一部を改正する規則（財政課）……………………………………………………１

⃝沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定め

　る規則（高齢者福祉介護課）………………………………………………………………………………………１

　　告　示

⃝土地改良区の定款の変更の認可（村づくり計画課）……………………………………………………………２

⃝区営土地改良事業計画変更の認可・２件（村づくり計画課）…………………………………………………２

⃝道路の区域の変更（道路管理課）…………………………………………………………………………………２

⃝歳入の徴収の事務の委託・２件（港湾課）………………………………………………………………………３

　　公　告

⃝特定非営利活動法人の定款変更の認証申請・２件（消費・くらし安全課）…………………………………３

⃝大規模小売店舗立地法に基づく市町村等の意見（中小企業支援課）…………………………………………４

⃝知事が施行者になった都市計画事業の施行についての周知（道路街路課）…………………………………４

平成28年７月８日　金曜日 公　　　　報 第4459号

1

目 次

0705_第4459号.indd   1 2016/07/06   9:18:08



告 示

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則を

ここに公布する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

沖縄県規則第58号

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規

則

沖縄県介護支援専門員資格登録申請等手数料条例の一部を改正する条例（平成28年沖縄県条例第13号）附

則第１項ただし書に規定する規定の施行期日は、平成28年11月22日とする。

件名：土地改良区の定款の変更の認可

（定型農計３）村づくり計画課

沖縄県告示第373号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次のとおり土地改良区の定款の変更を

認可した。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 土地改良区の名称 伊良部土地改良区

２ 認可年月日 平成28年６月29日件名：区営土地改良事業計画変更の認可

（定型農計12）村づくり計画課

沖縄県告示第374号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により、区

営土地改良事業計画の変更を次のとおり認可した。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 土地改良事業を行う者の名称 今帰仁村土地改良区

２ 地区名及び事業名

⑴ 地区名 今帰仁村土地改良区地区

⑵ 事業名 土地改良事業（農業用用排水施設・農業用道路）

３ 認可年月日 平成28年６月28日件名：区営土地改良事業計画変更の認可

（定型農計12）村づくり計画課

沖縄県告示第375号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第48条第９項において準用する同法第10条第１項の規定により、区

営土地改良事業計画の変更を次のとおり認可した。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 土地改良事業を行う者の名称 今帰仁村土地改良区

２ 地区名及び事業名

⑴ 地区名 両運天地区

⑵ 事業名 土地改良事業（農業用用排水施設）

３ 認可年月日 平成28年６月28日
道路の区域の変更

（定型土管５）道路管理課

沖縄県告示第376号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、沖縄県土木建築部道路管理課及び沖縄県北部土木事務所において、平成28年７月８日

から同月21日まで一般の縦覧に供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 道路の種類 県道

２ 路線名 名護運天港線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

旧新の別 区間 敷地の幅員 延長

今帰仁村字呉我山523番１から
旧 23.3ｍ ～ 75.4ｍ 43.6ｍ

今帰仁村字呉我山523番１まで

今帰仁村字呉我山523番１から
新 23.3ｍ ～ 81.9ｍ 43.6ｍ

今帰仁村字呉我山523番１まで

道路の区域の変更

（定型土管５）道路管理課

沖縄県告示第376号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、沖縄県土木建築部道路管理課及び沖縄県北部土木事務所において、平成28年７月８日

から同月21日まで一般の縦覧に供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 道路の種類 県道

２ 路線名 名護運天港線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

旧新の別 区間 敷地の幅員 延長

今帰仁村字呉我山523番１から
旧 23.3ｍ ～ 75.4ｍ 43.6ｍ

今帰仁村字呉我山523番１まで

今帰仁村字呉我山523番１から
新 23.3ｍ ～ 81.9ｍ 43.6ｍ

今帰仁村字呉我山523番１まで
件名：歳入の徴収の事務の委託

沖縄県告示第377号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり歳入の徴収の事務を

委託した。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 委託した徴収事務 宜野湾港マリーナの使用料の徴収事務

２ 受託者の名称及び所在地

⑴ 名称 美ら島・宜野湾港マリーナ管理運営共同企業体

⑵ 所在地 那覇市泊３丁目１番18

３ 委託期間 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで件名：歳入の徴収の事務の委託

沖縄県告示第378号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり歳入の徴収の事務を

委託した。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 委託した徴収事務 与那原マリーナの使用料の徴収事務

２ 受託者の名称及び所在地

⑴ 名称 サンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体

⑵ 所在地 南城市玉城字前川1188番地

３ 委託期間 平成28年４月１日から平成31年３月31日まで

件名：特定非営利活動法人の定款変更の認証申請

（定型子消２）子ども生活福祉部消費・くらし安全課

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法

人の定款変更認証申請があった。

なお、関係書類は、沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課において、平成28年８月６日まで縦覧に

供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 申請のあった年月日 平成28年６月７日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人まじゅんの会

３ 代表者の氏名 前本良人

４ 主たる事務所の所在地 沖縄県宜野湾市宜野湾一丁目１番13号

５ 定款に記載された目的 この法人は、「一緒に笑って心を繋ぐ人脈ネット」を基本理念に、子ども・子

育て支援及び若者や生活困窮者等への就労支援につながる支援を行い、人財を活かした地域活性化の実現

に寄与することを目的とする。

件名：特定非営利活動法人の定款変更の認証申請

（定型子消２）子ども生活福祉部消費・くらし安全課

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法

人の定款変更認証申請があった。

なお、関係書類は、沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課において、平成28年８月16日まで縦覧に

供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 申請のあった年月日 平成28年６月17日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ニューウィンズ

３ 代表者の氏名 山里善彦

４ 主たる事務所の所在地 沖縄県那覇市壺屋１丁目18番地38

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域で暮らす障害のある人を含む全ての人々の人権が守られ、平

和で豊かな潤いのある生活ができるように、相談や支援に関する事業及び啓蒙活動に取り組むことを目的

とする。
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公 告

道路の区域の変更

（定型土管５）道路管理課

沖縄県告示第376号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、沖縄県土木建築部道路管理課及び沖縄県北部土木事務所において、平成28年７月８日

から同月21日まで一般の縦覧に供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 道路の種類 県道

２ 路線名 名護運天港線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

旧新の別 区間 敷地の幅員 延長

今帰仁村字呉我山523番１から
旧 23.3ｍ ～ 75.4ｍ 43.6ｍ

今帰仁村字呉我山523番１まで

今帰仁村字呉我山523番１から
新 23.3ｍ ～ 81.9ｍ 43.6ｍ

今帰仁村字呉我山523番１まで
件名：歳入の徴収の事務の委託

沖縄県告示第377号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり歳入の徴収の事務を

委託した。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 委託した徴収事務 宜野湾港マリーナの使用料の徴収事務

２ 受託者の名称及び所在地

⑴ 名称 美ら島・宜野湾港マリーナ管理運営共同企業体

⑵ 所在地 那覇市泊３丁目１番18

３ 委託期間 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで件名：歳入の徴収の事務の委託

沖縄県告示第378号

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり歳入の徴収の事務を

委託した。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 委託した徴収事務 与那原マリーナの使用料の徴収事務

２ 受託者の名称及び所在地

⑴ 名称 サンライズリゾート与那原マリーナ管理運営共同企業体

⑵ 所在地 南城市玉城字前川1188番地

３ 委託期間 平成28年４月１日から平成31年３月31日まで

件名：特定非営利活動法人の定款変更の認証申請

（定型子消２）子ども生活福祉部消費・くらし安全課

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法

人の定款変更認証申請があった。

なお、関係書類は、沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課において、平成28年８月６日まで縦覧に

供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 申請のあった年月日 平成28年６月７日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人まじゅんの会

３ 代表者の氏名 前本良人

４ 主たる事務所の所在地 沖縄県宜野湾市宜野湾一丁目１番13号

５ 定款に記載された目的 この法人は、「一緒に笑って心を繋ぐ人脈ネット」を基本理念に、子ども・子

育て支援及び若者や生活困窮者等への就労支援につながる支援を行い、人財を活かした地域活性化の実現

に寄与することを目的とする。

件名：特定非営利活動法人の定款変更の認証申請

（定型子消２）子ども生活福祉部消費・くらし安全課

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法

人の定款変更認証申請があった。

なお、関係書類は、沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課において、平成28年８月16日まで縦覧に

供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 申請のあった年月日 平成28年６月17日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ニューウィンズ

３ 代表者の氏名 山里善彦

４ 主たる事務所の所在地 沖縄県那覇市壺屋１丁目18番地38

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域で暮らす障害のある人を含む全ての人々の人権が守られ、平

和で豊かな潤いのある生活ができるように、相談や支援に関する事業及び啓蒙活動に取り組むことを目的

とする。
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件名：特定非営利活動法人の定款変更の認証申請

（定型子消２）子ども生活福祉部消費・くらし安全課

公 告

特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規定により、次のとおり特定非営利活動法

人の定款変更認証申請があった。

なお、関係書類は、沖縄県子ども生活福祉部消費・くらし安全課において、平成28年８月16日まで縦覧に

供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 申請のあった年月日 平成28年６月17日

２ 申請に係る特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人ニューウィンズ

３ 代表者の氏名 山里善彦

４ 主たる事務所の所在地 沖縄県那覇市壺屋１丁目18番地38

５ 定款に記載された目的 この法人は、地域で暮らす障害のある人を含む全ての人々の人権が守られ、平

和で豊かな潤いのある生活ができるように、相談や支援に関する事業及び啓蒙活動に取り組むことを目的

とする。○大規模小売店舗立地法に基づく市町村等の意見 定 型 商 中 ６

中小企業支援課

公告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の届出に対する法第８

条第１項及び第２項の規定による意見の概要について、同条第３項の規定により公告し、当該意見を次のと

おり縦覧に供する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 （仮称）サンエー喜友名店 宜野湾市喜友名一丁目515番地ほか

２ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名 株式会社サンエー 宜野湾市大山七

丁目２番10号 代表取締役 上地哲誠

３ 法第８条第１項の規定による宜野湾市の意見の概要 事故や交通渋滞を未然に防ぎ、安全を確保すると

いう観点から、店舗関係者は周辺道路への路上駐車防止に努めること。

４ 法第８条第２項の規定による意見の概要 意見書の提出なし

５ 縦覧期間 平成28年７月８日から同年８月８日まで

６ 縦覧場所 沖縄県商工労働部中小企業支援課○知事が施行者になった都市計画事業の施行についての周知

（定型土都14） 道路街路課

都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第２項の規定による都市計画事業の認可を受けたので、同法

第66条の規定により、次のとおり公告する。

平成28年７月８日

沖縄県知事 翁 長 雄 志

１ 都市計画事業の種類及び名称

⑴ 種類 宮古都市計画道路事業

⑵ 名称 ３・４・５号マクラム通り線及び３・６・１号平良与那覇線

２ 施行者の名称 沖縄県

３ 事務所の所在地 那覇市泉崎１丁目２番２号

４ 事業地

⑴ 収用の部分 沖縄県宮古島市平良字下里大三俵、字下里大原、字下里馬場、字下里南原及び字下里ヨ

シキ原地内

⑵ 使用の部分 なし
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